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研究成果の概要（和文）：本研究では、日本における多元的福祉ガバナンスのもとでの福祉サー

ビスの質の確保策の現状と課題、および将来展望について、国際比較的な視点をふまえ総合的

に検討した。地方自治体における実施状況、あるいは民間組織の先進的な取り組みの事例の分

析に基づいて検討した結果、サービス実施アプローチに適合的な適切な質の確保策を選択する

こと、さまざまな質の確保策の間の機能分担関係を明確化することなどの課題が明らかになっ

た。 
 
研究成果の概要（英文）：This study aimed to examine the present circumstances, problems 
and future prospects of diverse measures to assure quality in social care in Japan within 
the framework of pluralistic welfare governance from international perspectives.    It 
showed that major challenges facing the Japanese system of quality assurance in social 
care were the choice of appropriate measures for assuring quality consistent with the 
system of providing care services, and the clarification of functional division of these 
measures. 
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2008 年度 4,700,000 1,410,000 4,420,000 
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総 計 13,900,000 4,170,000 18,070,000 

 
 
研究分野：社会福祉学、社会政策学、福祉社会学 
科研費の分科・細目：社会学・社会福祉学 
キーワード：サービスの質、ガバナンス、評価、権利擁護、ケアマネジメント、多元化、規制、

福祉サービス   
 
１．研究開始当初の背景 
 1990 年代以降の日本の社会福祉の制度改
革とそれに伴うサービス供給体制の再編は、
福祉ガバナンスの多元化をもたらし、その変
化に対応して、福祉サービスの質の確保策も
多様化した。しかし、それらに関する現状の
把握と課題の検討を総合的に行った研究は
存在していなかった。 
 
２．研究の目的 

 本研究は、日本における多元的福祉ガバナ
ンスのもとでの福祉サービスの質の確保策
の現状と課題、および将来展望について、国
際比較的な視点をふまえ、特に①法令に基づ
く規制と監査②評価システム③介護報酬等
による経済的インセンティブ④消費者保護
や消費者支援措置⑤ケアマメジメント⑥ア
ドボカシー⑦当事者主体のサービス供給に
焦点をあてつつ、総合的な検討を行うことを
目的として実施された。 
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３．研究の方法 
 上記の目的と達成するために、次の方法に
より研究を進めることとした。 
（１）イギリス、スウェーデン、アメリカ等
の諸外国における福祉サービスの質の確保
策について、文献研究と現地調査に基づいて
検討し、その特徴を明らかにするとともに、
先進的な取り組みの日本への適用可能性を
検討する。 
（２）日本における質の確保策の現実の機能
について、文献資料の分析と関係機関のヒア
リング等に基づいて、自治体・地域における
取り組みのケーススタディと比較分析を中
心に検討を行う。その際には、制度化された
質の確保策のほか、法制度の枠を越えた開拓
的なサービス・プログラムの質の改善・確保
策にも注目する。 
（３）以上の検討結果に基づいて、日本にお
ける福祉サービスの質の確保策に関して、そ
の改善のための方策を政策論的な観点から
検討する。 
 
４．研究成果 
(1)サービスの質とケアマネジメントの機能 
 第一に、介護保険制度改正がケアマネジメ
ントの質に影響を及ぼした影響を、資料を基
に分析した。監査や指導の強化により、ケア
マネジメントが標準化される反面、ケアマネ
ジャーの裁量が減少し、バーンナウトの度合
いが強まっていることが明らかになった。 
 第二に、ケアマネジャーが利用者に仲介す
るサービス供給主体に関して重視する要因
を解明するために、Ａ市の介護支援専門員研
修会に参加したケアマネジャー141 名を対象
にした質問紙調査（回収率 100％）のデータ
を分析したところ、ケアマネジャーが最も重
視する要因は、事業者スタッフの対応、利用
者の希望、利用者の個別ニーズへの対応能力
であることが明らかになった。供給主体のサ
ービス供給体制（提供サービス数、運営施設
数、所属法人の状況等）は、いずれのサービ
スにおいても重視すると回答した者の割合
は低かった。 
 
(2)アメリカ、ドイツ、スウェーデンにおけ
るサービスの質の確保策 
 まずアメリカの医療介護の評価機関 JCAHO
の資料に基づき、Licensure（免許、指定） 
Certification（証明）Accreditation（評価）
の類似概念の整理を行った。Licensure は最
低基準を満たしているかを判断すること、
Certification は適切なサービス水準に定位
しているかを認証すること、Accreditation
はサービス提供機関が業務手順や成果にお
いて継続的な向上を求める上での一定水準
を満たしているかを評価することが目的で

行われており、それぞれに異なる目的を持つ
ことを示した。 
 アメリカにおける質向上の取り組みは、上
記の概念整理に基づく役割分担が明確であ
る。行政は Licensure の機能を持ち、メディ
ケア・メディケイドの指定とその執行の監視
を行う。医療介護の評価機関 JCAHO は民間の
独立した専門評価機関として Accreditation
を行い、NPO ナーシングホーム改革連合など
の NPO は利用者の権利擁護を訴え、アドボカ
シーの機能を果たす。本研究ではドイツ、ス
ウェーデンについても、現地調査と現地資料
の分析を踏まえて同様の分類を行った。 
 国際比較を通じて、日本の取り組みをみる
と取り組みを実施する機関の役割とその目
的が不明瞭な点が指摘できる。 
 「福祉サービス第三者評価」制度では
Accreditation が期待されるが、地域密着型
サービスについては受審義務が課されてい
る。「介護サービス情報の公表」制度は
Licensure か Accreditationかの役割が不明
瞭といえる。「全国共通に均一的に・均質的
に確認・調査」また「公的な義務」とされて
いる点では Licensure の特色があり、「その
結果を事業者の責任において公表」という部
分では Accreditation の特色があり、「被保
険者である利用者の事業者選択の支援」また
「公表された情報を評価し、判断するのは利
用者です」という部分ではアドボカシー的な
側面もある。 
 質向上への取り組みについて、日本におい
ても、行政、評価専門機関、NPO などの市民
活動団体などの間での役割分担を明確にす
る必要があることを指摘した。 
 
 (3)開拓的なサービス・プログラムの質の改
善・確保策 
 障害者福祉サービスの質の確保について
みると、従来の福祉サービスの質の確保の方
法（第三者評価事業や施設独自の自己評価）
以外に、事業者が独自にサービスを開発し利
用者のニーズに沿った支援を行っている事
業所が見受けられる。 
 一例を挙げると仙台市にある NPO法人雲母
倶楽部（以下雲母倶楽部）では、2001 年度か
ら高次脳機能障害者等を対象とした施設を
運営しており、生活訓練から就労までを一貫
した流れの中でリハビリテーションを行っ
ている。ソーシャルワークの実践モデルであ
る Life Model 理論に基づき考案されたリハ
ビリテーションの成果として、この 10 年で
一般就労した者が 10 名を超え、ホームヘル
パー２級を取得した者は 15 名を超えた。ま
た調理師免許を取得した者も 2名いる。雲母
倶楽部では通所していた障害者を 3名雇用し、
ソーシャルファームとしての取り組みも行
っている。 
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 このように、障害者のニーズに沿った支援
を提供するためには、民間が独自にサービス
を開発し取り組むことが求められる。 
 サービスの質の確保については、雲母倶楽
部の場合、自己評価の精度を挙げることを目
的の一つとして、スタッフ教育に力を入れて
いる。各施設に一人ずつスーパーヴァイザー
（現場経験のある大学教員）を配置し、週に
一度内部研修を行っている。第三者評価事業
も受けているが、サービスの独自性や支援の
特殊性等については評価者自身が細かなと
ころまで理解し評価しているとは言いがた
い。真の意味でサービスの質を担保するため
には、法人が責任をもってスタッフの支援力
の強化や質の評価等を行う必要がある。 
 福祉サービスの質の確保策として外部評
価が注目されるが、第三者評価事業だけでは
なく、事業者自身が支援力の向上のための教
育指導と自己評価基準の策定を行いながら、
常にサービスの質の確保が可能となる自己
評価の精度をあげるための努力の必要があ
ると考えている。 
 
(4)インフォーマル・ケアの質の確保策 
 高齢者福祉におけるインフォーマル・ケア
の質の確保策の観点より、2005 年改正介護保
険法により法定化された地域包括支援セン
ターの機能に着目し、設置主体となった市町
村における事例調査（新潟県長岡市）をもと
に、市場化された高齢者介護サービスの再編
過程の課題を検討した。 
 地域包括支援センターは、日本の高齢者介
護政策において、サービス基盤整備の重心を
量的な側面から質的な側面へと移行する際
に露呈した市場の失敗を、従前の責任主体で
あった地方政府が、これを是正する役割を担
うべく創設されたものといえる。 
 また、地域包括支援センターの機能に地域
の人的資源としてのネットワーク構築など
が位置付けられたことに象徴されるとおり、
これまで介護サービスの多元化の方向性と
して明確な方針の示されなかったインフォ
ーマル・セクターを範疇に入れた点で注目に
値する。 
 この点、事例として取り上げた長岡市は、
自治体による管理のもとに、独自の社会福祉
実践の手法を用いて計画的に整備を進めた
モデルといえる。また、災害時に配慮した事
業内容には、先見性が認められる。 
 インフォーマル・ケアの質の確保策の提起
する問題は、福祉サービス供給における自治
体の役割の再確認という意味で重要な局面
を迎えており、地域包括支援センターのあり
方が問われていることを指摘できる。 
 
(5)サービス実施アプローチとサービスの質
の確保策 

 福祉サービスの質の確保策にかかわる問
題について、サービス実施のアプローチ方法
とのかかわりで検討を加えた。 
 サービス実施のアプローチの特性を考え
る際、今日的動向を踏まえるならば、
"competitive（競争的）"と"cooperative（協
同的）"という構成員の関係性に関する問題
と、hierarchical（階層的）"と"independent
（自立的）"という組織原理に関する問題を
軸にして考察することが有用である。 
 これら 2つの軸を交錯させることで、 
①市場（市場モデル）：自立的・競争的 
②ネットワーク：自立的・協同的 
③官僚制（命令・統制モデル）：階層的・競
争的 
④クラン（専門家モデル）：階層的・協同的 
という４つのアプローチの類型化を行うこ
とができる。 
 現実の福祉サービスは、４つのアプローチ
のうちのどれか１つに純化されているわけ
ではなく、複数のモデルが混じり合った制度
として存在している。したがって検討すべき
課題は、サービス実施において基本となるア
プローチを設定し、その上で、それを補完す
るアプローチをどのように組み合わせてい
くかという問題である。かかる観点から検討
を加えるならば、現在の日本の福祉サービス
の実施過程に関しては、次のようなことが言
えるだろう。 
 まずわが国では、この間の制度改革の結果
として、サービスの実施に関しては、準市場
モデルに基づくアプローチが基本をなして
いる。このことは、利用者の主体性と福祉ニ
ーズの多様性への応答という福祉サービス
の利用をめぐる今日的課題を踏まえるなら
ば、十分に理由のあることだと言えよう。 
 ただし、留意しておかねばならない点もあ
る。まず、準市場の「準」の部分の用意の仕
方が問題になる。政府によるサービス費用の
負担は、「準」市場の１つのメルクマールで
もあるわけだが、かかる公費負担をどのよう
に組み込むのかというのは、障害者福祉にお
けるいわゆる「支援費制度」から「自立支援
制度」への転換をめぐる問題を見ても分かる
ように、取り扱いがかなり難しい問題である。 
 また準市場アプローチを補完する枠組み
をどのように用意するのかという問題もあ
る。たとえば高齢者虐待などが絡むような困
難ケースの場合には、問題発見のためのネッ
トワークアプローチ、利用しやすいサービス
を用意して家族支援を行うための準市場ア
プローチ、職権による保護的措置を行うため
の命令・統制アプローチといった具合に、多
様なアプローチを複合的に活用しなければ
ならない。重要なことは、モデルの選択が形
だけのものに終わってしまわないように、そ
れぞれのモデルの特性を活かすことである。 
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(6)児童福祉におけるサービス決定方式と質
の確保策 
 人が人から何らかのサービスを受ける際、
どのような状況が確保されると、そのサービ
スに対してより満足を感じることができる
のであろうか。このテーマは、人と人との間
でやりとりされるサービスの質を確保する
上で重要なテーマである。本研究は、児童福
祉サービスに注目し、最も重要なものの一つ
として、サービスの受け手が自分自身の意思
でそのサービスの内容を決めたり納得する
ことに焦点化する。児童福祉分野においては、
高齢者福祉や障害者福祉と比べると、措置と
いう仕組みにより福祉サービスの受け手が
決まることが多く、サービスの受け手と担い
手との間における直接契約を重視している
介護サービスなどと比べて、サービスの受け
手である児童自身の意思が反映しにくい仕
組みになっていると指摘されることが多い。
しかし、報告者は必ずしもそうではないと考
えている。本研究では、第１に、①家庭裁判
所による保護処分、②家庭裁判所の承認を得
た上での措置、③行政機関内での措置、④行
政機関との契約、⑤サービス提供者との契約、
⑥特段の契約なし、という６つの仕組みごと
に児童福祉サービスの供給がどのように行
われているのかについて整理した。第２に、
その６つの仕組みの各々において、a)児童や
その保護者がどのようなプロセスを経て自
己決定していくのか、b)専門職などはその自
己決定をどのように支援しているのか（自己
決定支援）について考察した。第３に、仕組
みと支援とを組み合わせて検討することに
より、児童福祉サービスとサービス決定方式
との関係について考察した。 
 
(7)制度的な評価システムをめぐる課題 
 社会福祉基礎構造改革の実施とともに導
入された福祉サービス第三者評価制度につ
いては、以下の課題が明らかになった。 
①受審状況が、東京都、その他の少数の府県
を除くと、きわめて低調であり、受審状況の
抜本的な改善が緊要な課題である。 
②このような中でも制度の運用に関して都
道府県が行っている独自の工夫や事業者団
体等の独自の取り組みには、注目に値するも
のが少なくない。このような取り組みを積極
的に評価し、都道府県の独自性が発揮しやす
い制度設計の導入を検討する必要がある。 
③地域密着型サービス評価においては、サー
ビスに関する研究開発の成果が、一定程度ま
で、評価の枠組みの構築や評価項目・評価基
準の設定に反映されている。他のサービスに
おいても、評価の方法・枠組の開発を、サー
ビス開発や人材養成と連動させていくこと
が重要である。 

 
(8)まとめ 
 本研究では、他の先進諸国の先進的な取り
組みに着目しつつ、日本における福祉サービ
スの質の確保策の現状と課題について検討
を行った。(7)までで報告した事項のほか、
イギリス、オーストラリア等の諸国の取り組
みの検討、当事者主体の供給組織の機能の分
析、あるいは公表された評価結果に基づく計
量分析の試み等も行ってきた。本研究で得ら
れた知見の政策的インプリケーション、およ
び今後の研究の展開にとってのインプリケ
ーションとしては、既述の点ほか、次の点を
上げることができる。 
① 福祉ガバナンスの多元化の進展のなか
で、多様なサービスの質の確保策が導入され
てきたが、そのなかには、相互に機能が重複
しているものがあったり、制度設計が不適切
であるため有効に機能していないものが含
まれたりしているのが現状である。 
 それらの問題への対応も部分的には行わ
れているが、そのような対応では不十分であ
り、規制・監査のしくみも含め、サービスの
質の確保策の全体的な再編について検討す
る必要がある。その際には、質の確保策相互
の機能分担関係の明確化や、サービス実施ア
プローチと質の確保策の間の適合性につい
て十分に配慮する必要がある。 
② 近年の日本の議論では、契約方式のサー
ビス利用、あるいは市場モデルのサービス実
施アプローチが優位性をもつことを前提に、
質の確保策が議論されることが多いが、本研
究の結果からは、現実には、対応すべき問題
の性質に応じた多様なサービス実施アプロ
ーチの活用が必要であること、措置方式にお
いても当事者の自己決定が保障され得るこ
とが示されている。このような現実的な前提
に基づいてサービスの質の確保策のあり方
が議論され、研究されていく必要がある。 
③ 既存のプログラムの質の維持・改善ばか
りでなく、利用者のニーズに合った新たなプ
ログラムを開発し、新たな質を創り出すとい
う視点も重要である。その点からみると、プ
ログラム評価の普及は急務であり、さらに、
ＥＢＰ（evidence-based practice）に向け
ての研究・実践に取り組むことが期待される。 
④ 諸外国の取り組みの中では、既述のもの
のほか、データベースや e-learning 等を通
じた優れた実践に関する知識の普及と、サー
ビスに関わるイノベーションの促進のため
に設置されたイギリスの Social Care 
Institute for Excellence(SCIE)などの取り
組みも参考になる。日本でも認知症介護研
究・研修東京センター等、同様の機能の一部
を果たす機関が存在しているが、そのような
機関の新たな設置や機能強化等も検討する
必要がある。 
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